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Ⅰ 計画の見直しにあたって                  

 ⑴ 次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画 

次世代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される環境の整備を図

るため、平成１５年７月に次世代育成支援対策推進法（以下「次世代法」と

いう。）が制定されました。本市では、平成１７年４月に「瀬戸市特定事業

主行動計画」を策定し、職員が仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バラン

ス）を図ることができるよう、職場環境の整備を進めてきました。 

 ⑵ 女性活躍推進法に基づく行動計画 

   女性の職業生活における活躍を推進し、豊かで活力のある社会を実現す

ることを目的として、平成２７年８月に「女性の職業生活における活躍の

推進に関する法律（以下「女性活躍推進法」という。）が令和７年度まで

の時限立法として制定されました。女性活躍推進法では、女性が性別に関

係なく個性と能力を十分に発揮し一層活躍できることが重要であるとさ

れ、これを受け女性の「仕事」での活躍の場の拡大・充実と「生活」を両

立することを目的として、本市においても、平成２８年３月に「瀬戸市に

おける女性の活躍推進に関する特定事業主行動計画」を策定しました。こ

の計画に基づき女性職員のみならず、男性職員にとっても活躍できる職場

の実現、職場風土の醸成を図ってきたところです。 

⑶ 両行動計画の一体化による取組 

平成２９年４月からは両行動計画を一体化し、第１次計画期間として目

標達成に向けて取り組んでおり、令和３年度から始まる第２次計画期間に

おいては、これまで実行してきた「性差なく誰もが家庭、育児、社会に参

加できる環境整備を進める取組」を踏まえ、目標数値の見直しを行い、引

き続き市役所職員が地域の女性活躍の推進モデルとなり、令和７年度まで

に目標を達成できるよう、第２次計画として改定を行いました。 

〇令和７年度までの本市の計画策定経過 
H17          H22              H27        H28            H29   H30   R01   R02   R03   R04   R05   R06    R07 

第１次前期 

(H17～H21) 
第１次後期 

(H22～H26) 
第２次前期 

(H27～H28) 
次世代法※に基づく特定事業主行動計画 

(H29～R06) 

 
 
 
 
 
 
 
 

瀬戸市特定事業主行動計画 
(H29～R07) 

第１次計画期間 
(H29～R02) 

第２次計画期間 
(R03～R07) 

 

第１の 

計画期間 

女性活躍推進法※に基づく特定事業主行動計画 
(H29～R07) 

⑷ 第３次前期計画の策定 

令和６年５月に次世代法が改正され、令和７年６月には女性活躍推進法

が改正され、有効期限がさらに１０年間延長されたことを踏まえ、目標数

値等の見直しを行い、令和１２年度までに目標を達成できるよう、第３次前期

計画として策定するものです。 

一体化 

※次世代法 

 次世代育成支援対策推進法 

※女性活躍推進法 

 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 
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Ⅱ 計画の期間                          

 本計画（第３次前期計画）は、１０年間延長される令和１６年度までのう

ち、前期となる令和８年度から令和１２年度までの５年間を計画期間として

います。 

Ⅲ 計画の位置づけ                       

 本計画は、次世代法第１９条及び女性活躍推進法第１９条に基づく特定事

業主行動計画です。 

Ⅳ 計画の取組方針                       

取組方針１：働き方の見直しに向けた取組 

職場の意識や風土の改革と併せて、働き方の改革にも取り組むことが必

要です。やりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たす一方

で、子育てや家庭、地域との関わり、自己啓発など、健康で豊かな生活の

ための時間も確保できるよう、仕事と生活の調和を実現するための取組を

推進します。 

【重点項目】長時間労働の是正、多様な働き方の推進 

 

取組方針２：職員の仕事と家庭の両立や子育てを応援する取組 

子育てをする職員が子育てに伴う喜びを実感しつつ、仕事と子育ての両

立を目指すという観点から、次世代育成支援対策を実施することが必要で

あり、特に、子育ては男女が協力して行うべきものとの視点に立った取組

を推進します。 

【重点項目】配偶者出産休暇や男性職員の育児休業取得促進、 

年次有給休暇の取得促進 

 

取組方針３：全ての職員の活躍促進に向けた取組 

  性別に関係なく全ての職員の個性と能力が十分に発揮され、働きやす

く、活躍できる環境づくりが必要であるという観点から、女性の採用・登

用の拡大や、あらゆるハラスメントを根絶するための取組を推進します。 

【重点項目】管理的地位にある職員に占める女性職員の割合の向上、 

      ハラスメントの防止 

 

取組方針４：性的指向及びジェンダーアイデンティティ（性自認）

に関係なく誰もが自分らしく働ける職場環境づくりに向けた取組 

  ＬＧＢＴＱをはじめとする性的マイノリティの割合は、およそ１０人に

１人と言われ、当事者の方々にとっても働きやすい職場づくりが重要で

す。多様な性について、職員の理解を促進するとともに、個人のセクシャ

リティに関わらず、誰もが安心して生き生きと働ける職場づくりのための

取組を推進します。 

【重点項目】職員の多様な性に配慮した職場環境づくり 
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Ⅴ 計画対象職員                          

本計画の対象職員は、市長、市議会議長、教育委員会、消防長、代表監査

委員、選挙管理委員会、公平委員会、固定資産評価委員会、農業委員会、瀬

戸旭看護専門学校組合管理者、尾張東部衛生組合管理者が任命する職員とし

ます。ただし、教職員及び会計年度任用職員等は、適用される制度内容等が

異なる場合があるため、該当する制度について本計画の趣旨を踏まえた対応

を行うこととします。 

Ⅵ 計画目標値                          

 ⑴ 目標値設定の考え方 

本市の現状と課題について、統合後の瀬戸市特定事業主行動計画におけ

る第２次計画期間に定めた目標値の達成状況から分析を行い、目標を達成

できなかった取組については引き続き同目標値を設定することとします。 

重点項目 根拠法 
令和７年度 

までの目標値 
達成 
状況 

令和１２年度 
までの目標値 

１ 
長時間労働の是正 

（超過勤務時間の削減） 

女 活 法 

次世代法 

月平均８．３

時間以下 
× 

月平均６．５

時間以下 

２ 

管理的地位にある職員に占

める女性職員の割合 
女 活 法 １５％以上 〇 ２０％以上 

 

女性職員の割合 

（係長級職員） 
女 活 法 ４０％以上 × ４０％以上 

女性職員の割合 

（補佐級職員） 
女 活 法 ３３％以上 〇 ３３％以上 

女性職員の割合 

（課長級職員） 
女 活 法 ２２％以上 × ２２％以上 

女性職員の割合 

（部長級職員） 
女 活 法 １４％以上 × １４％以上 

３ 
配偶者出産休暇及び育児参

加のための休暇取得率 

女 活 法 

次世代法 
６０％以上 〇 １００％ 

４ 男性職員の育児休業取得率 
女 活 法 

次世代法 
３０％以上 〇 ８５％以上 

５ 
職員１人あたりの年次有給

休暇取得日数 
次世代法 １４日以上 〇 １５日以上 

※「女活法」…女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 

※「次世代法」…次世代育成支援対策推進法 

※「管理的地位にある職員」…部長級及び課長級職員 
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Ⅶ 計画のマネジメント                      

 ⑴ 点検・見直し 

本計画の実施状況を年度ごとに点検するとともに、実態を把握し、必要

に応じて計画の見直しを行います。 

 ⑵ 公表 

本計画の取組状況や実績等については、年１回、ホームページで公表し

ます。 
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【取組方針１】働き方の見直しに向けた取組 

重点項目：長時間労働の是正・多様な働き方の推進 

＜令和１２年度までの計画目標値＞ 

職員１人当たりの月平均超過勤務時間を６．５時間以下にします 

＜目標値の考え方＞ 

「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）」の実現のために

は、家庭で過ごす時間を確保し、過重労働による健康障害を防止する観

点から、長時間労働の縮減が極めて重要です。 

本市においても、上司が時間外勤務を事前に命令することを徹底し、

部下とのコミュニケーションを取りながら、業務の進捗管理と併せて、

時間外勤務の必要性の確認を行いました。また、業務一斉定時退庁日

（ノー残業デー）の実施や、庁舎施錠時刻の３０分前に退庁を促す庁内

放送をするなど、職員の意識改革にも取り組んできました。しかしなが

ら、特定の部署や職場内においても特定の職員に業務が偏るなど、依然

として課題があると考えられます。 

前回の目標値は未達成となりましたが、令和８年１０月から実施する

窓口受付時間短縮を契機に、より一層の柔軟な働き方の推進や長時間労

働の是正に向けた取組を進めていく必要があるため、今回の目標値は、

窓口受付時間を１時間４５分短縮することを踏まえ、「職員一人当たり

の月当たりの平均超過勤務時間数６．５時間以下」とします。 

【職員一人当たりの月当たりの平均超過勤務時間数】 

R2 R3 R4 R5 R6 計画策定時 
(H27) 

前回 

目標値 
今回 

目標値 

11.3 13.1 15.0 13.5 12.6 
10.3 時間 

以下 
8.3 時間 
以下 

6.5 時間 
以下 

 

＜取組内容＞ 

１ 窓口受付時間短縮を契機とした柔軟な働き方 

令和８年１０月から本庁の窓口受付時間を１時間４５分短縮すること

に伴い、職員が仕事と家庭・子育てを両立できるよう、時差勤務や勤務

時間の割振変更、さらにはテレワークなど柔軟な働き方を推進します。 

２ 行政DXによる業務改善の推進 

行政事務のデジタル化やＩＣＴ技術の積極的な活用による業務効率化

など、事務改善を推進します。また、職員のＩＣＴスキル向上を図るた

め、ＩＣＴスキルアップ研修を開催します。 

３ 所属長のマネジメント 

  時間外勤務の事前命令を徹底し、部下とのコミュニケーションを図り

ながら、所属長が業務の分散や協力体制を構築するなどの適切なマネジ

メントを行い、長時間労働の縮減に努めます。 

４ 組織（所属・チーム）で目標設定 

  係単位のチームで目標を設定し、協力しながら超過勤務の削減に努め

ます。 
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【取組方針２】職員の仕事と家庭の両立や子育てを応援する取組 

重点項目：配偶者出産休暇の取得促進 

＜令和１２年度までの計画目標値＞ 

「男の産休（配偶者出産休暇）」の取得率を１００％にします 

＜目標値の考え方＞ 

男性の家庭生活への参画促進は、仕事と家庭生活の両立のみならず、

女性の活躍促進、ひいては、少子化対策の観点からも重要です。特に、

子の出生後間もない時期は、一般的に、出産により女性に心身両面で大

きな負担が掛かり、産後うつの発症のリスクが高いとされ、この時期に

男性がともに育児を行うことは、その後の積極的な育児への参画にも繋

がり、この時期の取得を促進する必要性が高いと考えられます。 

  本市においては、配偶者が出産を控えた男性職員に対して、面談等を

通じて配偶者出産休暇等制度について説明をするとともに、積極的に活

用するよう促してきました。前回の目標値「取得率６０％以上」は達成

できたため今回の目標値は「取得率１００％」とします。 

【配偶者出産休暇取得状況】 

項 目 R2 R3 R4 R5 R6 
計画 

策定時 
前回 

目標値 

今回 

目標値 

対象者数 18 人 23 人 14 人 18 人 19 人 

50％ 
60％ 
以上 

100％ 
取得者数 12 人 21 人 9 人 14 人 16 人 

取 得 率 66.7％ 91.3％ 64.3％ 77.8％ 84.2％ 

取得日数 1.7 日 1.7 日 1.9 日 1.8 日 1.8 日 
 

＜取組内容＞ 

１ 対象職員の早期把握と取得勧奨 

常日頃より職員からの相談を受けやすい雰囲気の醸成に努めるととも

に、個人のプライバシーに配慮しつつ、配偶者の出産が見込まれる場合

には、できるだけその旨を上司に伝えるよう積極的に周知するなど、適

切な機会・手段を通じて、子の出生が見込まれる男性職員の確実な把握

に努め、配偶者出産休暇の取得勧奨を行います。 

２ 職場のサポート 

配偶者が出産を控えた男性職員は、休暇の取得ができるよう効率的に

業務を行い、周囲の職員は、職員の配偶者の出産を支援し、積極的に子

育てができるよう職場全体でサポートする環境づくりに努めます。 

３ 職場全体の意識改革 

全職員に対して、育児に伴う配偶者出産休暇の取得の意義や、男性の

育児参画がもたらす効果などを伝え、取得促進の取組への理解を促すと

ともに、休暇取得により不利益な取扱いがなされてはならないものであ

ることを、チラシ作成やセミナー開催等により職員全体に徹底します。 
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【取組方針２】職員の仕事と家庭の両立や子育てを応援する取組 

重点項目：男性職員の育児休業取得促進 

＜令和１２年度までの計画目標値＞ 

男性職員の育児休業取得率を８５％以上にします 

＜目標値の考え方＞ 

男性職員が一定期間、休業等の制度を利用して育児に携わることは、

男性職員の仕事と育児の両立や女性の活躍推進はもとより、父親意識の

醸成、子育てを通じた職場以外の多様な人脈形成のほか、子育ての経験

者ならではの視点が様々な施策に活かされるなど、男性職員自身のみな

らず、市民サービスの向上にもつながります。 

本市においては、配偶者が出産を控えた男性職員に対して、面談等を

行い、配偶者出産休暇制度について説明をするとともに、育児休業につ

いても積極的に取得するよう促しています。取得率は、年度により差が

生じており、制度の把握はされているものの、「職場に迷惑をかける」、

「業務が多忙」などを理由として取得に至らない課題があります。 

  国家公務員一般職における男性の育児休業取得率について、「こども

未来戦略」（令和５年１２月２２日閣議決定）において、令和１２年に

２週間以上の取得率を８５％とするよう目標が引き上げられたことを踏

まえ、目標値は「取得率８０％以上」を目指していくこととします。 

【男性職員の育児休業取得状況】 

項 目 R2 R3 R4 R5 R6 
計画 

策定時 
前回 

目標値 

今回 

目標値 

取 得 率 5.6％ 21.7％ 50.0％ 27.8％ 73.7％ 
0％ 

30％
以上 

85％
以上 平均取得期

間 
98 日 113 日 76 日 129 日 107 日 

 

＜取組内容＞ 

１ 男の産休との組み合わせ取得推奨 

出産直後の時期は心身両面で女性の負担が大きいことなどを踏まえ、

「男の産休」取得可能期限までに、一定期間まとめて休暇・休業を取得

することを推奨します。 

また、人事課は、所属長に対象職員の取得予定を確認し、取得意向が

ない場合には、理由の確認や勧奨を行います。 

２ 休業中の業務運営の確保 

職員が育児休業に入る際には、所属長は職員が安心して休業に入れる

よう、職場内の仕事の分担の見直しを行います。また、必要に応じて、

任期付職員の配置、または会計年度任用職員の採用により、代替え職員 

の確保に努めます。 

３ 職場全体の意識改革 

全職員に対して、育児休業の取得の意義や、男性の育児参画がもたら

す効果などを伝え、取得促進の取組への理解を促すとともに、育児に伴

う育児休業の取得により不利益な取扱いがなされてはならないものであ

ることを、チラシ作成やセミナー開催等により職員全体に徹底します。 
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【取組方針２】職員の仕事と家庭の両立や子育てを応援する取組 

重点項目：年次有給休暇の取得促進 

＜令和１２年度までの計画目標値＞ 

職員１人あたりの年次有給休暇取得日数を１５日にします 

＜目標値の考え方＞ 

年次有給休暇の取得は、家族と触れ合う時間、趣味、旅行など、心身

のリフレッシュを行うための良い機会であり、労働意欲の維持を図るた

めにも大きな意義があります。 

本市の令和元年度における職員１人あたりの年次有給休暇の取得日数

は１０日で、目標値にはやや及ばず、平成２９年度以降は横ばいで推移

しています。 

国のワーク・ライフ・バランス推進官民トップ会議において策定され

た「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」と「仕事と

生活の調和推進のための行動指針」において、2020 年までの目標値とし

て年次有給休暇の取得率を７０％とすることが掲げられており、本市の

前回の目標値についても年次有給休暇の年間付与日数２０日の７０％と

なる１４日とし、達成できたため今回の目標値は「１５日」とします。 

【年次有給休暇の取得状況】 

項 目 R2 R3 R4 R5 R6 
計画 

策定時 
前回 

目標値 

今回 

目標値 

平均取得日数 12 日 11 日 13 日 14 日 14 日 9 日 14 日 15 日 
 

＜取組内容＞ 

年次有給休暇の取得を促進するためには、「みんなに迷惑がかかる」、

「忙しい」、「職場の雰囲気で取りづらい」などの阻害要因をなくし、年

次有給休暇取得にためらいを感じないようにする必要があります。その

ため、年次有給休暇を取得しやすい職場の雰囲気の醸成や職場環境を整

備し、計画的な取得促進を図ります。 

１ 所属長のマネジメント 

所属長は、年次有給休暇の取得日数が５日を下回るなど、特に取得が

できていない職員に対して、個人面談を実施するなどして業務の状況を

把握し、適切にサポートすることで取得を促します。 

２ 業務の効率化 

各職場は、職員が安心して年次有給休暇の取得ができるよう、日頃か

ら相互の業務への理解を深め、「担当者がいないから分からない」とい

う状況を作らないよう、行政ＤＸによる業務改善やマニュアルの整備、

サブ担当者の設置などを進めます。 

３ 連続休暇の取得促進 

  夏季休暇や年末年始にあわせた連続休暇の取得を促します。 
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【取組方針３】全ての職員の活躍促進に向けた取組 

重点項目：管理的地位にある職員に占める女性職員の割合の向上 

＜令和１２年度までの計画目標値＞ 

管理的地位にある職員に占める女性割合を２０％以上にします 

＜目標値の考え方＞ 

本市の管理的地位にある職員（部長級、課長級）に占める女性職員の

割合は、計画策定時の６．０％を基準として増加傾向で推移しており、

令和２年度には目標値を達成しました。また、令和２年１２月に閣議決

定された「第５次男女共同参画基本計画」では、市町村職員に占める女

性割合を役職段階ごとに成果目標を設定しており、令和３年度からは、

各役職段階に占める女性職員の割合の目標についても同計画に基づき設

定し、目標達成に向けて取り組んできました。 

管理的地位にある職員に占める女性職員の割合を現状から５人以上増

やすことを目指し、目標値は「２０％以上」とします。また、各役職段

階別では、未達成の項目もあるため、前回と同じ目標値を設定します。 

【女性職員の登用状況】 

項 目 R2 R3 R4 R5 R6 
計画 

策定時 

前回 

目標値 

今回 

目標値 

管理的地位にある男性職員 

の人数(人) 
87 89 93 88 84 

6％ 

- - 

管理的地位にある女性職員 

の人数(人) 
12 14 15 16 15 - - 

管理的地位にある職員に 

占める女性職員の割合(％) 
12.1 13.6 13.9 15.4 15.2 15％ 

以上 
20％ 
以上 

管
理
的
地
位 

女性職員の割合 

【部長級】(％) 
10.0 13.0 12.0 8.0 5.9 

14％ 
以上 

14％ 
以上 

女性職員の割合 

【課長級】(％) 
12.7 13.8 14.5 17.7 17.1 22％ 

以上 
22％ 
以上 

非
管
理
的
地
位 

女性職員の割合 

【課長補佐級】(％) 
30.4 29.1 30.4 31.6 34.9 33％ 

以上 
33％ 
以上 

女性職員の割合 

【係長級】(％) 
31.3 36.6 36.0 31.0 34.9 40％ 

以上 
40％ 
以上 

 

＜取組内容＞ 

１ 女性職員の管理的地位（部長級、課長級）への積極的な登用 

男性職員と同様に、意欲と能力のある優秀な女性職員が組織の管理的

な立場に立ち、政策・方針決定に参画できるよう管理的地位への登用を

積極的に進めます。 

２ 女性職員のキャリア形成支援 

結婚や出産など、ライフイベントに影響を受けやすい女性職員に対す

るキャリア支援として、仕事と生活との両立への不安や、昇任への迷い

を解消させるためのキャリア・デザイン研修を実施します 。 

また、若手女性職員を対象に、女性役職者のロールモデルを紹介する

ほか、女性先輩職員からのキャリアビジョンに関する講話を実施するな

どして、若年層からの意識改革に努めます。 
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【取組方針３】全ての職員の活躍促進に向けた取組 

重点項目：ハラスメントの防止 

＜取組内容＞ 

  ハラスメントは、個人の尊厳と人格を不当に侵害し、また、仕事の円

滑な遂行や職場の人間関係に悪影響を与える重大な問題です。 

令和元年６月５日に女性の職業生活における活躍の推進等に関する法

律等の一部を改正する法律が公布（令和２年６月１日施行）され、女性

をはじめとする多様な労働者が活躍できる就業環境を整備するため、女

性の職業生活における活躍の推進に関する一般事業主行動計画の策定義

務の対象拡大、情報公表の強化、パワーハラスメント防止のための事業

主の雇用管理上の措置義務等の新設、セクシュアルハラスメント等の防

止対策の強化等の措置を講じられることとなりました。 

本市においては、令和２年に各種ハラスメントの防止要綱を作成し、

相談体制の整備や電子相談ボックスの設置などに取り組んでいるところ

であり、今後も以下の項目を中心にハラスメントの根絶に向けて取り組

んでいきます。 

 

１ 相談員の設置 

人事課職員や所属長等による相談員を設置し、「セクシュアルハラス

メント」、「妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント」「パワー

ハラスメント」及び「ＳＯＧＩハラスメント」等に関する苦情の申出及

び相談に対して、迅速かつ適切に対処します。 

２ 相談チャンネルの充実化 

面談による相談受付だけではなく、自宅のパソコンやスマートフォン

等からも相談が行える仕組みを構築します。 

３ ハラスメント研修の実施 

全ての職員がお互いの人格を尊重し、働きやすい職場環境を構築する

ため、相談体制の充実や、あらゆるハラスメントを根絶するための職員

研修を継続して実施します。 

４ 職場アンケートの実施 

  ハラスメント対策の基本方針を決定するため、組織環境の実態把握を

することは重要です。また、組織としてハラスメント対策に真摯に取り

組むことは、ハラスメントの抑止力にもなります。定期的に職場アンケ

ートを実施し、現場の生の声を、アンケート調査によりしっかりと対策

に結びつけ、画一的ではない、組織の特性にマッチしたハラスメント対

策を進めます。 
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【取組方針４】性的指向及びジェンダーアイデンティティ（性自認）

に関係なく誰もが自分らしく働ける職場づくりに向けた取組 

重点項目：職員の多様な性に配慮した職場環境づくり 

＜取組内容＞ 

  「ＬＧＢＴＱ」という言葉の広まりとともに、性的指向やジェンダー

アイデンティティ（性自認）に関する社会的な認知が高まり、職場での

対応が重要になってきています。多様な生き方を認め合える社会にする

ためには、一人一人が性の多様性について正しく理解し、課題に対して

取り組んでいくことが必要です。本市では令和５年度に周囲からの理解

が得られないことによる悩みや生きづらさを少しでも軽減し、自分らし

い生き方に寄り添うことを目的として、一人一人が多様な性のあり方を

認め合い、だれもが自分らしく、生き生きと活躍し、安心して生活が送

れる社会の実現に寄与するため、性的マイノリティに係るパートナーシ

ップ・ファミリーシップ宣誓制度を導入しました。また、企業や事業所

における理解促進に寄与するため、瀬戸市ＬＧＢＴフレンドリー企業登

録制度も実施しています。 

  これに伴い、本市では、職員の性的マイノリティに関する理解をより

深めるとともに、多様な性に配慮した職場環境づくりに取り組んでいき

ます。 

 

１ 理解を深める研修の実施 

一人一人が多様な性のあり方を認め合い、だれもが自分らしく、生き

生きと活躍できる職場環境を構築するために、アライ（性的マイノリテ

ィ、性的指向及びジェンダーアイデンティティ（性自認）の課題を理解

し、困っていること、悩んでいることを相談できる存在）を増やす職員

研修を継続して実施します。 

 

２ ＬＧＢＴ等の多様な性に関する職員向けサポートブックの活用 

職員一人一人が性の多様性について理解を深め、行動するためのガイ

ドラインとして、また、性のあり方にかかわらず、誰もが安心して働く

ことができる職場環境づくりに向けた取組のヒントとして、性的マイノ

リティサポートブックを作成しました。このＬＧＢＴ等の多様な性に関

する職員向けサポートブックを活用して、多様な性に配慮した職場環境

づくりに取り組んでいきます。 

 

３ 福利厚生における取組 

性的マイノリティの当事者が福利厚生制度（各種休暇、結婚祝金等）を

利用しやすいよう、見直しを行っていきます。 

 


